
通報連絡（市民・消防局・警察・国・県・守衛室等） 

情報の共有 

 

 

危機事象等発生時のフローチャート            別紙３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                              
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
  

招集 

 
 

進言 

指示 

市長・副市長 

危 機 管 理 監 
所 管 局・区等 
関 連 局・区等 

危機管理防災部 
秘書課・広報課への第 1 報 

所 管 課 

関係機関 
関係局･区等 

危機事象等発生・発生のおそれ 

情報 情報 

情報 

報告 

指示 

第
１
報
等
速
報 

第１報等速報、応急

対策等詳報 

危機管理監 は 

原則として同席 

指示 

報告 

指示 

市長が対策本部設置を決定 

全 庁 対 応 レ ベ ル 

警戒レベル 

本部長：主たる対応局長・区長等 

本部員 

関係部局と危機管理防災部が連携・
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重点を置き、推移を見守る。 

監視レベル 

(市長が設置) 

招集 

招集 

本
部
設
置
等
の
意
見
具
申 

対 策 本 部 

指示 
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調整機能を有す 
（初動連絡態勢） 


